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                                                      令和４年６月２８日 

                                                商工・港湾振興課 
 

「在宅ワーカー養成講座」を開講します 

～レッツ・トライ やっテレワーカー！受講生募集～ 
 

     

本市では、「第２期まち・ひと・しごと・創生総合戦略」において、仕事と家庭を両立しなが

ら楽しく子育てできるまちづくりを基本目標の一つに掲げ、リカレント教育の推進等、子育て

中や子育て後でも就業しやすい環境づくりに取り組むこととしています。 

この目標の達成に向け、仕事をする上で、時間の制約が多い「子育て世代」の市民の方を

対象に、在宅ワークを実践するために必要なスキルや受講中に報酬を得るための実践ま

でを学ぶことができる「在宅ワーカー養成講座」を、８月２日に開講することとなりました。 

 

                                      

１． 背景と目的 

本市における人口減少問題は、年々深刻な状況にあり、その要因の一つに出生数の低下

が挙げられます。この課題に歯止めをかけるため、時間と場所にとらわれない柔軟な働き方

を推進することで、子育て世代の市民が、安定した生活の中で、“安心して子どもを産み育て

られるまち やつしろ”を実現するために本講座を開講するものです。 

 

２． 期待される効果 

比較的時間を有効に使いやすい“在宅ワーク”を普及させることは、放課後児童クラブの待

機児童、同時に家庭における利用料の負担を解消でき、より安定的な子育て環境を構築し

ます。また、それは第 2 子以降の出生数にも影響及ぼすものと考えられ、出生数の増加は、

地方創生の目的である“人口減少に歯止めをかける”ことに繋がるものです。 

また、第 1 子出産を機に離職する女性の割合は 46.9％（内閣府男女共同参画局「共同

参画」2019 年 5 月号）と高い水準にあり、女性の子育て後の社会復帰を阻害する一因と考

えられています。そのため、子育て中も仕事を継続でき、子育て後の社会復帰もブランクを感

じることなくできる「在宅ワーク」は、将来的に家計所得の向上にも繋がり、本市においても雇

用の確保、税収増など波及効果が期待されます。 
 

３． 内  容 

   実施期間：令和 4年 8月 2日～令和 5年 2月 17日 

（全 18回） 

   実施時間：対面講座 180分／オンライン講座 120分 

   対 象 者：18歳～45歳までの市民の方（要件あり） 

   定   員：10名 

   受講料金：10,000円 

   会   場：対面講座は八代市役所にて実施 

   運   営：BizMow株式会社 

 

 

 

問合せ 八代市商工・港湾振興課 工業振興係   担当：小早川・岩瀬 
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